
仕 様 書

（ １ ） 件名

春日部市立中学校・ 義務教育学校における学習者用端末売却

（ ２ ） 目的

Ｇ Ｉ ＧＡスク ール構想の下で整備さ れた端末（ 以下、 「 学習者用端末」 と いう 。 ） を

含め、 使用済と なったパソ コン・ タブレッ ト 端末等には、 いわゆる都市鉱山と 呼ばれる

レアメ タル等の有用な金属が多く 含まれており 、 国内で金属資源の枯渇リ スク が顕在化

する中、 適正に再使用・ 再資源化を推進する必要性は、 国が示した「 第五次循環型社会

形成推進基本計画（ 令和６ 年８ 月２ 日閣議決定） 」 でも 明らかにさ れている 。 他方、 学

習者用端末内には使用していた児童・ 生徒個人に紐づく データが保存さ れているこ と か

ら 、 それを適切に処分する必要性は極めて高い。

こ う した背景から 、 文部科学省・ 経済産業省・ 環境省は使用済み端末の適切な処分方

法（ 令和５ 年１ ０ 月２ ６ 日付「 Ｇ Ｉ ＧＡスク ール構想の下で整備さ れた１ 人１ 台端末等

の適切な処分（ 再使用又は再資源化） 等について」 ） を提示しており 、 本契約において

は、 こ の方針に沿って適切に処分を行う 事を目的と する。

（ ３ ） 受注条件

公告日から引き続き、 受注者は、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法

律（ 平成２ ４ 年法律第５ ７ 号。 以下、 「 小型家電リ サイク ル法」 と いう 。 ） 第１ ０ 条第

３ 項の認定（ 使用済小型電子機器等の収集を行う 区域に、 埼玉県を含んでいるも のに限

る。） を受けている事業者又は資源の有効な促進に関する法律（ 平成３ 年法律第４ ８ 号。

以下、 「 資源有効利用促進法」 と いう 。 ） に基づく 製造事業者であるこ と 。

（ ４ ） 履行期間

契約の日から令和８ 年３ 月３ １ 日まで

なお、 学習者用端末の回収期限は、 令和８ 年２ 月２ ７ 日までと する。

（ ５ ） 引渡し対象品

学習者用端末 Ｃ ｈ ｒ ｏ ｍｅ ｂ ｏ ｏ ｋ Ｙ ２ Ｗｉ －Ｆ ｉ モデル

学習者用端末の付属品等（ ＡＣ アダプタ ）



（ ６ ） 予定数量・ 引渡し場所

別紙に記載の内容による 。

（ ７ ） 引渡しの方法

原則、 仕様書別紙に定める場所にて予定数量の端末の引渡しを行う 。

なお、 対象品を引渡す時期について、 令和８ 年２ 月頃を予定しているが、 発注者及び

受注者は、 引渡す日時について事前に協議を実施する。 受注者は内容に基づき、 引渡し

に必要な車両等を手配する。

（ ８ ） 処分方法

受注者は、 別紙に記載の回収場所から学習者用端末を回収し 、 次に満たす方法により

処分を実施するこ と 。

・ 小型家電リ サイク ル法又は資源有効利用促進法を遵守し 、 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（ 昭和４ ５ 年法律第１ ３ ７ 号） に基づく 広域認定制度により 認定を受けた

再資源化事業計画に従い、 回収した学習者用端末等を再使用・ 再資源化するこ と 。

・ 学習者用端末が情報機器である性質を踏まえ、 盗難や情報漏洩等が発生しないよ う

に、 作業場所全体を監視可能な複数の防犯カメ ラの設置、 作業者の不正防止策（ 記憶

媒体等の持ち込み・ 持ち出し等を防止する方法、 入退室のログ管理・ 保存、 専用制服

の着用等） の実施、 異常を検知する警備システムの導入等、 万全なセキュ リ ティ の確

保・ 不正防止に必要な処置を講ずるこ と 。

・ 処分方法については、 破砕・ 溶解等による学習者用端末の物理的処分又は学習者用

端末のリ ユースのいずれも 可と する。 前者は以降の①を、 後者は以降の②③を遵守す

る。

①故障等によ り 上書き消去方式が不可能な端末は、 データの復元が不可能と いわれ

る状態まで記憶媒体を物理的に破砕（ Ｓ Ｓ Ｄ ・ ｅ ＭＭＣを使用している場合は２ mm

を目安に破砕処理するこ と 等） 又は溶解を行う こ と 。 破砕又は溶解後は、 破砕又は

溶解完了日時・ 作業者名等が記載さ れた破砕完了証明書又は溶解完了証明書を発行

するこ と 。 また、 破砕完了証明書又は溶解完了証明書に記載さ れた内容を５ 年間保

管し、 発注者の求めに応じて開示できるよ う に保存しておく こ と 。

②受注者の再資源化事業計画に基づく 処分（ 再使用・ 再資源化） を実施する前に、

文部科学省が定める教育情報セキュリ ティ ポリ シーに関するガイ ド ラ イン（ 令和７

年３ 月版） に基づく データ消去を行う こ と 。 具体的な方法と して、 ＯＳ 等からアク



セス可能な全てのスト レージ領域をデータ消去又はソ フト ウェアによ り 上書き消去

する方法で確実に消去を行う こ と を原則と する。 データ消去完了後は、 端末毎の個

体番号・ 消去方法・ 消去完了日時・ 作業者名等が記載さ れたデータ消去完了証明書

を発行し 、 発注者が学習者用端末毎にデータ消去作業の完了を確認できるよ う にす

るこ と 。 また、 データ消去完了証明書に記載さ れた内容を５ 年間保管し 、 発注者の

求めに応じて開示できるよ う に保存しておく こ と 。

③受注者の認定計画に基づき、 学習者用端末を再使用する場合は、 発注者が所有し

ていたこ と が明らかなシール等は全て削除するこ と 。

（ ９ ） 買受金額

学習者用端末の残存価値を踏まえ有償売却を予定している。 回収に必要な車両・ 運搬

や必要な作業経費等を踏まえ、 買受金額を算出するこ と 。

（ 10） 支払い方法

受注者よ り 提出を受けた破砕完了証明書・ 溶解完了証明書又はデータ消去完了証明書

をも って履行確認と し 、 買受金額を令和８ 年３ 月１ ９ 日までに支払う も のと する 。

（ 11） 協議事項

発注者と の連絡を密にして作業に当たるこ と 。 一連の各対応については仕様を満たし

ているか、 作業実施前に発注者と 確認を行う こ と 。 なお、 本仕様書に定めのない事項に

ついては、 発注者と 協議しその指示に従う こ と 。

（ 12） 留意事項

①契約に伴い第三者に与えた損害は、 発注者の責に帰すべきも のを除き、 全て受注者

の責任において処理するこ と 。

②本契約では、 個人情報を含む機器を取り 扱う 可能性があるため、 受注者は、 作業の

従事者に対し個人情報保護に関する研修を十分に行い、 引渡した学習者用端末に含ま

れる個人情報の保護に努めるこ と 。

③予定数量は変動する可能性がある。 最終台数は発注者及び受注者の協議の上で最終

確定するも のと する。

④本事業に係る費用には、 作業の遂行に必要な経費一切を含めるも のと する。

⑤本仕様に明示さ れていない事項であっても 、 その履行に際しての必要な事項につい



ては発注者と 協議のう え、 誠実に対応するこ と 。

⑥本仕様書に関し て、 確認、 変更が必要な事項が生じ た場合は、 発注者と 協議する

こ と 。

⑦受注者は本契約内容の履行が困難と なる事由が生じた場合は、 作業を一時停止し 、

直ちに発注者へ当該事由の内容及び発注者が受ける影響が最小限と なる措置を講じる

旨を、 速やかに書面をも って通知するこ と 。

⑧受注者の作業開始後であっても 、 仕様を満たせないこ と が判明した場合、 発注者は

契約を解除する事ができる。 その場合の補償等は一切行わないこ と 。







別紙

番号 設置場所 住所 電話番号 台数

1 春日部中学校 春日部市粕壁4-4-15 048-761-2253 617

2 東中学校 春日部市樋堀181-1 048-752-2454 589

3 豊春中学校 春日部市南中曽根107-2 048-752-2717 378

4 武里中学校 春日部市薄谷3 048-735-3034 481

5 大沼中学校 春日部市大沼6-75 048-736-9986 645

6 豊野中学校 春日部市銚子口130 048-737-0440 439

7 緑中学校 春日部市緑町5-9-38 048-737-8447 232

8 大増中学校 春日部市上大増新田140 048-737-5100 270

9 春日部南中学校 春日部市武里中野746 048-737-2869 450

10 葛飾中学校 春日部市永沼2250-1 048-746-0002 531

11 飯沼中学校 春日部市飯沼180 048-746-7321 369

12 江戸川小中学校 春日部市上吉妻1 048-748-1020 185

合計 5186

予定数量及び回収場所一覧


